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犯罪被害者等施策の総合的かつ計画的な推進

○総合的な取組を求める犯罪被害者等の声に応えるべく、平成16年12月１日、犯罪被害者等基本法

が議員立法により成立。本白書は基本法に基づく、国会への年次報告

○平成17年12月、犯罪被害者等基本計画を閣議決定。４つの基本方針、５つの重点課題の下、258

に上る具体的施策を位置付け

○平成18年４月、基本計画推進専門委員等会議と３つの検討会（※）を設置。平成19年11月に最終

取りまとめを推進会議に報告

（※）「経済的支援に関する検討会」「支援のための連携に関する検討会」「民間団体への援助に関する検討会」
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推進体制に関するもの（19項目）推進体制に関するもの（19項目） 計画期間：５年計画期間：５年
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１．損害回復・経済的支援等への取組（基本法第12・13・16・17条関係） 42施策１．損害回復・経済的支援等への取組（基本法第12・13・16・17条関係） 42施策

２．精神的・身体的被害の回復・防止への取組（基本法第14・15・19条関係） 69施策２．精神的・身体的被害の回復・防止への取組（基本法第14・15・19条関係） 69施策

３．刑事手続への関与拡充への取組（基本法第18条関係） 43施策３．刑事手続への関与拡充への取組（基本法第18条関係） 43施策

４．支援等のための体制整備への取組（基本法第11・21・22条関係） 75施策４．支援等のための体制整備への取組（基本法第11・21・22条関係） 75施策

５．国民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組（基本法第20条関係） 29施策５．国民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組（基本法第20条関係） 29施策

合計 ２５８施策合計 ２５８施策２５８施策

尊厳にふさわしい処遇
を権利として保障する

こと

個々の事情に応じて
適切に行われること

途切れることなく行わ
れること

国民の総意を形成し
ながら展開されること
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■犯罪被害者等施策推進会議■
○ 会長：内閣官房長官
○ 委員（10人以内）

・ 内閣総理大臣が指定する
国務大臣

・ 内閣総理大臣が任命する
犯罪被害者等の支援等に
関する有識者

■年次報告■
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基本計画

■犯罪被害者等施策推進室■
・ 基本計画の作成・推進
・ 犯罪被害者等施策推進会議の庶務

■各省庁■
基本計画に
のっとり
施策を実施

基本計画の
案の作成

その他重要
事項の審議

施策の実施状況の
検証・評価・監視

施策の実施の推進
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〔推進体制〕 〔４つの基本方針、５つの重点課題〕



○損害回復・経済的支援等への取組

・犯罪被害給付制度の拡充（平成20年７月施行）＜６頁＞

・損害賠償命令制度を導入（平成20年12月施行）＜７頁＞

○精神的・身体的被害の回復・防止への取組

・民事訴訟におけるビデオリンク等の措置を導入（平成20年４月施行）＜９頁＞

○刑事手続への関与拡充への取組

・更生保護における犯罪被害者等施策（平成19年12月施行）＜10頁＞

・犯罪被害者等が刑事裁判の手続に参加する被害者参加制度を導入（平成20年12月施行）＜11頁＞

・被害者参加人に対して国選被害者参加弁護士を付与する制度を導入（平成20年12月施行）＜11頁＞

○支援等のための体制整備への取組

・保護観察所が犯罪被害者等に対する相談・支援を開始（平成19年12月）＜12頁＞

・犯罪被害者支援ハンドブック・モデル案を作成（平成20年度）＜12頁＞

○国民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組

・犯罪被害者週間（11月25日～12月１日）の実施＜14頁＞

犯罪被害者等施策～この１年の動き～
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